
札幌市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領 
 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、札幌市成年後見制度利用支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）第１１条の規

定に基づき、要綱第７条から第９条に規定する成年後見人、保佐人又は補助人（以下「後見人等」とい

う。）に対する報酬の助成及び本人又は親族による審判請求費用助成事務について必要な事項を定める

ものとする。 

 

（報酬助成額の範囲） 

第２条 後見人等の報酬の助成額は、家庭裁判所が決定する後見人等の報酬額とし、施設等に入所中また

は入院中の者については月額１８，０００円を、その他の者については月額２８，０００円を上限とす

る。なお、被後見人、被保佐人又は被補助人（以下「被後見人等」という。）が死亡した後に決定され

た報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成することとし、原則、債務については考慮しな

い。 

２ 前項に規定する「施設等」については、別記１のとおりとする。 

３ 助成対象期間は、後見事務期間のうち１２か月以内を原則とし、月数の計算にあたり、１か月未満の

端数日が生じる場合、その月が始期の場合は切り上げ、終期の場合は切り捨てにより月数を計算するこ

ととする。 

４ 助成対象期間に施設等の入所期間とその他の期間が混在するときは、全日施設等に入所している月は

その月の上限額を１８，０００円、施設等に入所していない日が１日以上ある月はその月の上限額を２

８，０００円とし、これを合算して全助成対象期間の上限額を求める。 

５ 家庭裁判所において１２か月を超える期間の報酬が決定された場合は、助成対象期間の初月を始期と

し、一項及び前項に定めるそれぞれの月額に１２を乗じた額まで助成する。 

 

（審判請求費用助成の範囲） 

第３条 要綱第９条に規定する審判請求費用の助成対象経費は、次に掲げるものとする。 

 （1） 申立手数料 

 （2） 登記手数料 

（3） 郵便切手代 

（4） 診断書料 

（5） 鑑定料 

（6） 戸籍謄本など申立書の添付書類の取得費用 

 

（助成の申請） 

第４条 報酬助成を受けようとする者は、後見人等報酬助成申請書（様式１）に必要書類を添付して、家

庭裁判所が審判した日の翌日から起算して９０日以内に、札幌市長へ申請する。 

２ 審判請求費用の助成を受けようとする者は、審判請求費用助成申請書(様式３)に必要書類を添付して、

審判の確定日の翌日から起算して９０日以内に、札幌市長へ申請する。 

３ 札幌市長は、第１項及び第２項の規定により提出された申請書を審査し、その結果を後見人等報酬助

成（決定・却下）通知書（様式２）又は審判請求費用助成(決定・却下)通知書(様式４)により申請者に

通知する。 

４ 札幌市長は、前項の規定により報酬及び審判請求費用の助成決定を通知した者から請求を受けたなら、

札幌市会計規則（昭和３９年規則第１８号）に基づき支給する。 

５ 報酬助成の申請を行った被後見人等又は後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があ

った場合は、速やかに札幌市長に報告しなければならない。 

 

（助成対象者の範囲） 



第５条 要綱第７条に規定する「資産・収入等の状況から、第１号に掲げる者に準じると認められる者」

は、家庭裁判所による報酬付与の審判日（以下、「基準日」という。）において、次に掲げる各号に該

当する者とする。  

(1) 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 

(2) 別記２に定める基準を満たす者 

(3) その他、本人の福祉を図るために特別の事情があると高齢保健福祉部長または障がい保健福祉部

長が認める場合。 

 

    附 則 

 この要領は、平成１６年１０月１５日から施行する。 

この要領は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

この要領は、平成２４年 ８月 ７日から施行する。 

 この要領は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

 この要領は、平成２８年 ３月３０日から施行する。 

 この要領は、平成２９年 ４月 １日から施行する。  

    附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年 ６月 ８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の改正前の規定により作成した様式は、所要の調整を行い当面の間使用することができる。   

３ この要領の施行の日から令和４年３月３１日までの期間に要綱第８条及び第９条における助成を申請

する場合に限り、要領第４条にある「９０日」を「１８０日」に読み替えることができる。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和４年９月１日から施行する。 

 この要領は、令和６年７月１日から施行する。 

 

     



別記１ 第２条第２項に規定する「施設等」 

 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条に規定する保護施設 

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設 

３ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、養護老

人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

４ 介護保険法（平成9年法律第１２３号）第8条第２４項に規定する介護保険施設 

５ 医療法第１条の５に規定する病院、診療所（ただし３か月を超えて入院した場合にかぎ

る。） 

６ 前各号の類似施設で市長が特に認める施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記２ 「資産・収入等の状況から、第１号に掲げる者に準じると認められる者」の基準 

 

 基準日において、以下のすべてに該当する者とする。 

１ その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の収入額並びに所有する現金及び預貯金の合計

額等が、以下に掲げるア～エのすべてを満たす者。 

ア 年間収入が 単身世帯で 150 万円、世帯員が一人増えるごとに 50 万円を加算した額以下で

あること（基準日を含む直近１年間の収入）。 

イ 預貯金等の額が単身世帯で 350万円、世帯員が一人増えるごとに 100万円を加算した額以下

であること。 

ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

 

２ 基準日において、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度分（申

請日の属する月が４月、５月又は６月の場合は、当該年度の前年度分）の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による市町村民税が課されていない者。 

 


